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「食品表示基準について」の一部改正について 

 

本日、食品表示基準及び食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食

品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全

性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令（令和２年

内閣府令第 20号）が公布されました。 

上記改正に係る事項のほか、食品表示基準（平成 27 年内閣府令第 10号）の解釈を明確

にすべきと判断した事項等について、別紙新旧対照表のとおり「食品表示基準について

（平成 27年３月 30日消食表第 139 号）」を一部改正しましたので、関係者に対する周知

をお願いします。 

 


